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その他キャリア形成プログラムの適用を希望する医師 

（弘前大学（地域枠以外）を卒業した医師 等） 

 

１ 適用対象者 

その他キャリア形成プログラムの適用を希望する医師（弘前大学（地域枠以外）を卒業した医 

師 等） 

 

２ 対象期間及び対象医療機関 

ア ９年間、青森県内の医療機関で医師として勤務（※８） 

イ アのうち４年間は、医師少数区域又は医師少数スポット等の医療機関で勤務（※９） 

※８：別表１の２に記載の医療機関 

※９：別表１の２に記載の医療機関のうち、「医師少数区域又は医師少数スポット等」の医療機  

  関 

 

３ キャリア形成プログラム適用までの流れ 

（１） 適用の希望時に、卒業後（又は、今後）にキャリア形成プログラムの適用を受けることにつ

いての同意を書面で提出していただきます。 

（２） 県は、キャリア形成プログラム適用対象者に対する説明会及び相談会を随時開催します。 

（３） 臨床研修２年次（又は、臨床研修修了後の適用希望時）に面談を行い、個別のキャリア形成

プログラムを作成します。 

 

４ キャリア形成プログラム策定方針 

（１） 医師少数区域又は医師少数スポット等での従事要件と、対象医師のキャリア形成を両立で

きるようなキャリア形成プログラムの作成を目指します。 

（２） 対象医師ごとに、個別にプログラムを作成します。 

  ① 弘前大学の講座に所属している者は、本人、講座の教授、県との協議によりプログラム（案）

を作成します。 

  ② ①以外の者は、本人、勤務先医療機関の指導医、県との協議によりプログラム（案）を作成

します。 

（３） 適用されるキャリア形成プログラム及びプログラムに基づき派遣する医療機関は、青森県

地域医療対策協議会において決定します。 

 

５ キャリア形成プログラムの履行 

（１）基本プログラム 

卒後 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 

区分 初期臨床研修 専門研修プログラム サブスペシャルティ研修、指導医等 

勤務先 別表１の２に定める医療機関で勤務 

資料３－４ 

案 



- 2 - 

 

（２）履行の猶予 

  臨床研修または専門研修における履行の猶予については、原則として青森県弘前大学医師修学

資金の貸与を受けた地域枠医師に係る規定を準用することとします。 

   

（３）その他 

  プログラムの一時中断、変更、解除その他については、原則として青森県弘前大学医師修学資

金の貸与を受けた地域枠医師に係る規定を準用することとします。 

 


